
令和８年１月８日（木）から電話で
市役所地域包括支援センターへ

参加費
無料

(定員１００名)

日時

令和7年度 権利擁護講演会

悪質商法にあってしまうと、今までの
暮らしができなくなってしまうかも…
どう気をつけたらいいのかな？

会場

講師

対象

申込

絣の郷 円形交流館

山本 聡 弁護士 （法律事務所 わだち）

市内に在住または在勤の人

伊勢崎市地域包括支援センター（市役所本館１階 ７番窓口）
℡：０２７０－２７－２７４５

●申し込み先・問い合わせ先●

●悪質業者はどんな人を狙うのだろう？
●契約をする時に確認するべきことは？
●困ったときの連絡先は？
●実際に被害にあったら、まずは何をしたらいいのだろう？
●悪質商法に乗らないために、気を付けるべきポイントは？

そう思い込んでいませんか？
自分らしい生活を送り続けるために、
大切な権利や財産を守る力を身につけましょう！

「自分は大丈夫」

令和８年 ２月９日(月) 午後１時３０分～３時


